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目

次

規

則

○
南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

健
康
福
祉
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
三
号

南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
五
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
映
像
設
備
の
部
中｢

四
、
二
〇
〇｣

を｢

四
、
三
二
〇｣

に
、｢

七
、
二
〇
〇｣

を｢

七
、
四

〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
拡
声
装
置(

マ
イ
ク
二
本
を
含
む
。)

の
部
中｢

二
、
一
〇
〇｣

を｢

二
、
一

六
〇｣

に
改
め
、
同
表
Ｃ
Ｄ
／
Ｍ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
部
中｢

二
六
〇｣

を｢

二
七
〇｣

に
改
め
、
同
表

カ
セ
ッ
ト
デ
ッ
キ
の
部
中｢

二
二
〇｣

を｢

二
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
講
演
台
の
部
中｢

三
〇
〇｣

を

｢

三
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
花
台
の
部
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
移
動
式
ス
テ
ー

ジ
の
部
中｢

五
七
〇｣

を｢

五
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
ノ
ン
リ
ニ
ア
編
集
機
の
部
営
利
を
目
的
と
し
な

い
場
合
の
項
中｢

二
〇
〇｣

を｢

二
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
の
項
中｢

二
、

〇
〇
〇｣

を｢

二
、
〇
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
部
中｢

一
、
〇
八
〇｣

を

｢
一
、
一
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
編
集
用
ノ
ー
ト
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
部
中｢

一
、
一
六
〇｣

を｢

一
、

一
九
〇｣
に
改
め
、
同
表
液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
部
中｢

三
、
一
二
〇｣

を｢

三
、
二
一
〇｣

に
改

め
、
同
表
ス
ラ
イ
ド
映
写
機
の
部
中｢

三
、
七
一
〇｣

を｢

三
、
八
一
〇｣

に
改
め
、
同
表
小
型
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
の
部
中｢

一
、
一
七
〇｣

を｢

一
、
二
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
の
部
中｢
四
一
〇｣

を｢

四
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
展
示
パ
ネ
ル
の
部
中｢

二
三
〇｣

を｢

二

四
〇｣

に
改
め
、
同
表
プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ(

四
三
型)

の
部
中｢

三
、
二
五
〇｣

を｢

三
、
三
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四
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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